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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　処理後に冷却が伴う窒化処理による熱処理で形成された、マルテンサイト境界層を有す
るフェライト鋼材料から形成され、ビッカース硬度ＨＶ　３（ＤＩＮ　ＩＳＯ　ＥＮ　６
５０７）による硬度試験により測定された前記マルテンサイト境界層の表面硬度が、ＨＶ
　３により測定された前記フェライト鋼材料のコアの最低硬度よりも３０から３００パー
セント大きいという条件を有し、前記マルテンサイト境界層は前記フェライト鋼材料のコ
アの全表面を覆い、前記マルテンサイト境界層は、前記材料のコアの弾性係数（ｋＮ／ｍ
ｍ２）より１から１００パーセント大きい弾性係数（ｋＮ／ｍｍ２）を有する食事用およ
び／または取り分け用カトラリー。
【請求項２】
　前記境界層は、ＨＶ　３により測定された前記コアの前記最低硬度から＋３０％増した
硬度の位置から前記境界層の前記表面までの距離である硬度浸透深度（ＨＰＤ）で定義さ
れる請求項１に記載の食事用および／または取り分け用カトラリー。
【請求項３】
　前記ＨＰＤは、０．００５ｍｍから１．００ｍｍの範囲である、請求項２に記載の食事
用および／または取り分け用カトラリー。
【請求項４】
　前記ＨＰＤは、０．０１ｍｍから０．４ｍｍの範囲である、請求項２または３に記載の
食事用および／または取り分け用カトラリー。
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【請求項５】
　前記ＨＰＤは、０．０１ｍｍから０．３ｍｍの範囲である、請求項２から４のいずれか
一項に記載の食事用および／または取り分け用カトラリー。
【請求項６】
　前記マルテンサイト境界層の前記弾性係数は、前記コアの前記弾性係数より１から５０
パーセント大きい、請求項１から５のいずれか一項に記載の食事用および／または取り分
け用カトラリー。
【請求項７】
　前記マルテンサイト境界層の前記表面は、きめが粗い、および／または、つや消しされ
ている請求項１から６のいずれか一項に記載の食事用および／または取り分け用カトラリ
ー。
【請求項８】
　前記表面のきめの粗さは、ＤＩＮ　ＩＳＯ　ＥＮ　４２８７による測定によると１．５
μｍから４．０μｍの範囲である、請求項７に記載の食事用および／または取り分け用カ
トラリー。
【請求項９】
　前記鋼材料は、１．４０１６、１．４０２１、１．４０００、１．４０２８、１．４０
２４、１．４０３４および１．４１１６から選択される、請求項８に記載の食事用および
／または取り分け用カトラリー。
【請求項１０】
　前記マルテンサイト境界層の前記表面は、粒子境界において炭化クロムの析出がない請
求項１から９のいずれか一項に記載の食事用および／または取り分け用カトラリー。
【請求項１１】
　前記マルテンサイト境界層の前記表面は、非硬化面より粒子径が大きい請求項１から１
０のいずれか一項に記載の食事用および／または取り分け用カトラリー。
【請求項１２】
　ナイフ、フォーク、またはスプーンである、請求項１から１１のいずれか一項に記載の
食事用および／または取り分け用カトラリー。
【請求項１３】
　前記境界層の前記表面硬度と、前記コアの前記最低硬度との間の比は、８０から２５０
パーセントである、請求項１から１２のいずれか一項に記載の食事用および／または取り
分け用カトラリー。
【請求項１４】
　前記境界層の前記表面硬度と、前記コアの前記最低硬度との間の比は、１００から２５
０パーセントである、請求項１３に記載の食事用および／または取り分け用カトラリー。
【請求項１５】
　前記境界層の前記表面硬度は、３２０から６５０ＨＶ　３の範囲であり、
　前記コアの前記最低硬度は、１６０から２６０ＨＶ　３の範囲である、請求項１３また
は１４に記載の食事用および／または取り分け用カトラリー。
【請求項１６】
　前記マルテンサイト境界層内では、前記硬度および／または前記弾性係数は、前記表面
から前記コアへ向かって低減する、請求項１から１５のいずれか一項に記載の食事用およ
び／または取り分け用カトラリー。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、主にマルテンサイトの境界層を有するフェライトコアから形成される鋼材料
からなる食事用および／または取り分け用カトラリーに関する。本発明の食事用および／
または取り分け用カトラリーにおいては、ビッカース硬度ＨＶ　３による硬度試験により
測定した境界層の表面硬度は、コアの最低硬度（やはりビッカース硬度ＨＶ　３により測
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定した）よりも３０から３００パーセントも大きい。
【背景技術】
【０００２】
　通常、食事用および／または取り分け用カトラリーにおいては、特にナイフの場合、刃
の基本材料（通常は鋼を含む）を熱処理により硬化させることで切断機能および端部保持
特性の向上を図っている。熱処理の種類は、利用される鋼にも依る、つまり、低合金鋼ま
たは高合金鋼のいずれを利用するかにも依る。
【０００３】
　熱処理方法として可能な基本的な処理方法としては、例えば炉を利用する温度処理など
が挙げられる。このような処理で利用されるべき硬化温度も鋼の種類に依るが、摂氏１０
００度を超えうる。
【０００４】
　レーザビームおよび／または電子ビームにより硬化を行う硬化方法が既に公知技術であ
る。
【０００５】
　しかし現実には、これら熱処理方法および／または上述の食事用および／または取り分
け用カトラリーに関する他の硬化方法は、必ずしも満足のいく結果を生んでいる場合ばか
りではない。その主要な理由は、上述の硬化方法を行うと概して鋼材料全体が完全に硬化
されるが、その食事用および／または取り分け用カトラリー全般に必要とされる使いやす
さは、個々のパーツが（例えばナイフまたはフォークが）特にその弾性性質を損なうとい
う点で、劣るようになる。さらに多くの場合、この結果達成されうる表面硬化も、常時利
用されるなかでこれら食事用および／または取り分け用カトラリーの傷を防止するのに足
るようなものではない。場合によっては、表面が錆付いたものも見受けられた。
【０００６】
　故に食事用および／または取り分け用カトラリーに関しては、高い弾性を有しつつ長期
間の利用に耐えることができ、同時に、傷に対する耐性および腐食耐性等において優れた
表面特性を有するように、さらなる向上が望まれている。
【発明の概要】
【０００７】
　上記に鑑みて、本発明の目的は、食事用および／または取り分け用カトラリーを、弾性
特性面でも、および、高い表面硬化特性および長期間利用されても傷が広範に防止され腐
食耐性を有する表面特性の面でも、従来技術よりも優れたものとすることである。
【０００８】
　この目的は、特許請求項１の特徴により達成される。従属請求項も有利な特徴を請求し
ている。
【０００９】
　本発明は、本発明の食事用および／または取り分け用カトラリーに対して、主にマルテ
ンサイトの境界層を有するフェライトコアを有する鋼材料を利用することを提案する。境
界層は、１面または多面に形成されてよい、または、コアを囲むように構成されてよい。
本発明は、加えて、境界層がさらに鋼材料に含まれるＣおよびＮ含有量に応じた少ない割
合のオーステナイト残留物を含む実施形態をも含む。本発明においては、境界層の表面硬
化とコアの最低硬度との間に、ビッカース硬度ＨＶ　３で計測した結果少なくとも３０か
ら３００パーセントという硬度差異が存在することが重要である。本発明による食事用お
よび／または取り分け用カトラリーは、さらに、上述の硬度差異に加えて、マルテンサイ
ト境界層と材料のコアとの間に弾性係数（modulus of elasticity）において差異が存在
することによっても特徴付けられる。本発明によれば、マルテンサイト境界層は、ｋＮｍ
ｍ２レベルの弾性係数を有し、これは、コア材料の弾性係数より１から１００パーセント
大きい。
【００１０】
　上述の条件を満たす食事用および／または取り分け用カトラリーは、本発明の目標を達
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成することができることが示された。この理由は明らかに、本発明では、コアは比較的弾
性にできており（つまり、未処理鋼材料が本質的に有する特性を保持するフェライトコア
から形成されており）、境界層のみを上述の硬度差異または弾性係数の差異を有するよう
に構成するからである。試験において出願人は、本発明の食事用および／または取り分け
用カトラリーが非常に高い弾性を有することを示すことができただけではなく、表面の傷
を広範に防止できることも示すことができた。
【００１１】
　本発明による食事用および／または取り分け用カトラリーでは、境界層の表面硬度は、
コアの最低硬度から８０から２５０パーセント（好適には１００から２５０パーセント）
異なっていることが望ましい。好適には、マルテンサイト境界層の表面硬度は、３２０か
ら６５０ＨＶ　３の範囲であり、コアの最低硬度は１６０から２６０ＨＶ　３の範囲であ
る。ビッカース硬度による硬度試験に関しては、ＤＩＮ　ＥＮ　ＩＳＯ　６５０７の公知
の規格を参照のこと。
【００１２】
　マルテンサイト境界層と材料であるコア（material core）との間に弾性係数が存在す
る場合、この弾性係数は、境界層の弾性係数が、コアのものより１から５０パーセント大
きい条件が満たされると、特に好適である。弾性係数のｋＮｍｍ２レベルの計測値は、摂
氏２０度で生じたものである。
【００１３】
　本発明によると、本発明の食事用および取り分け用カトラリーの境界層は、硬度浸透深
度（ＨＰＤ）（hardness penetration depth）が、ＨＶ　３により測定されたコアの最低
硬度から＋３０パーセント増した硬度の位置から境界層の表面までの範囲で画定される。
本発明においては、硬度浸透深度（ＨＰＤ）は、０．００５ｍｍから１．０ｍｍの範囲で
あってよく、好適には０．０１ｍｍから０．４ｍｍの範囲であり、特に好適には０．０１
ｍｍから０．３ｍｍの範囲であってよい。
【００１４】
　本発明の境界層のさらなる特徴は、マルテンサイト境界層内で、硬度および弾性係数が
、上述したように、表面からコアの方向に向かって低減することである。故に、硬度また
は弾性係数の低減は連続していてもよく、および／または勾配をもっていてもよい（also
 in a gradient）。硬度または弾性係数の最大低減量は、表面に近い境界層内の領域で起
こる。
【００１５】
　本発明の食事用および／または取り分け用カトラリーでは、さらに、マルテンサイト境
界層の表面のきめが粗いこと、および／または、つや消しされている（made matt）こと
が好適である。表面のきめの粗さは、１．５μｍから４．０μｍの範囲であってよい。１
．９μｍから２．８μｍのきめの粗さ（スコッチテープ）または、１．７μｍから２．１
μｍ（つや消し（brushed））が好適である。これと比較すると、研磨表面は、０．８μ
ｍから１．３μｍの荒さを有する。
【００１６】
　さらに、連続利用により（さらに自動食洗器などにより）つや消しされてしまった食事
用および／または取り分け用カトラリーにおいても、表面の傷などによる損傷は低減され
る。これは既に上述したように、マルテンサイト境界層の構成と、柔軟性または弾性を有
するコアとの組み合わせによるものである。
【００１７】
　材料面でいうと、本発明の食事用および／または取り分け用カトラリーには原則として
全てのフェライト鋼の利用が可能である。
【００１８】
　フェライト鋼の例としては、１．４０２１、１．４０００、１．４０１６、１．４０２
８、１．４０２４、１．４０３４および１．４１１６が挙げられる。鋼１．４０２１さら
に１．４０１６が好適である。本発明の食事用および／または取り分け用カトラリーの主
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要な利点は、比較的低硬度の、そして高い弾性を有する鋼を選択することができ、さらに
マルテンサイト境界層を下記の処理方法で構成する点にある。マルテンサイト境界層によ
れば、コアの弾性を維持しつつも、硬度が顕著に増強されるので、この結果、傷および腐
食に対する耐性面で優れている。
【００１９】
　加えて、境界層の表面は、未処理鋼と比して高い粒子径を有するざらざらした構成（te
xtured configuration）を有し、且つ、粒子の境界において炭化クロムの析出（chromium
 carbide precipitations）が起こらないことが分かっている。
【００２０】
　食事用および取り分け用カトラリーに関しては、本発明は、基本的に、当業者にとって
公知の全ての対応するオブジェクトを含む。これらの例は、ナイフ、スプーン、フォーク
、ビスケットおよびケーキ用へら、ひしゃく（ladle）、トング、およびサーバ等である
。
【００２１】
　本発明による食事用および取り分け用カトラリーにおいては、マルテンサイト境界層の
構成は、熱処理により可能とされ、好適には「窒化処理」により可能とされる。鋼材料の
窒化処理は、本質的に従来技術で公知であり、例えばＥＰ　０　６５２　３００Ａ１また
はＤＥ　４０　３３　７０６に記載されている。
【００２２】
　端部窒化処理（edge nitriding）においては、摂氏１０００度から摂氏１２００度の温
度の窒素含有ガス雰囲気中で鋼材料を処理した後に冷却する。
【００２３】
　この方法が（例えば従来技術ではさらに「Ｓｏ１Ｎｉｔ処理（So1Nit process）」とし
て知られている）、食事用および取り分け用カトラリーに顕著に優れた特性を与えること
が示された。故に、上述したように、本発明の食事用および取り分け用カトラリーにおい
て上述の条件を維持することが重要である。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
　本発明を図１ａおよび１ｂを参照しながら詳述していくが、これらは本発明の主題を限
定するものではない。
【００２５】
【図１ａ】１．４０１６の鋼の例における熱処理後の硬度変化のグラフィック図である。
【図１ｂ】５０：１で拡大した断面図の研磨具合を示す。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　図１ａおよび１ｂにおける例においては、１．４０１６の鋼からなるＷＭＦ社のテーブ
ルスプーンを、摂氏１０５０度を超える温度で窒素とともに窒化した後で、急冷（quench
ed or deep-cooled）およびアニーリングした。材料１．４０１６、Ｘ７クロム１７は、
０．０６から０．１パーセントの炭素を有するフェライト鋼である。窒素を含ませた結果
、格子内に応力がかかり、アニーリング中にマルテンサイトが形成されて、これは図１ｂ
に見られるように、内包物（inclusion）に対応するコアの方向に低減する。
【００２７】
　図１ａから明らかなように、テーブルスプーンは、５９４ＨＶ　３の表面硬度を有する
。この例における硬度浸透深度は１０６μｍである。本発明で算出された硬度浸透深度は
、同様にＨＶ　３で計測されたコアの最低硬度から＋３０パーセント高い値までの範囲で
画定される。従って、本例において開始値は２４０ＨＶ　３である。
【００２８】
　図１ｂは、マルテンサイト境界層が検知でき、主にフェライトのコアも検知できる、き
めの粗い構成を非常に明瞭に示している。平均的な計測法による、処理された表面の平均
粒子径の計測値は、２８から４０μｍであった。コアの処理された部分の粒子径は１５か
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ら２０μｍであり、これに比して未処理の出発材料のものは線形に１０から１４μｍであ
る。
【００２９】
　上述の表面構成を有する食事用および／または取り分け用カトラリーの構成は、腐食耐
性および傷耐性に驚くほど優れていることが証明された。

【図１ａ】

【図１ｂ】
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